
 受給者の皆様へ 

 

令和８年４月からの各種手当額改定について（お知らせ） 

 

2025 年の物価変動率に基づき、令和８年４月分以降の各種手当額については、下記

のとおり改定されますので、お知らせいたします。 

ご不明点等がございましたら、下記【連絡先】までお問い合わせ下さい。 

 

記 

 

手当の名称 令和７年度（月額） 令和８年度（月額） 

特別児童扶養手当１級 ５６，８００円 ５８，４５０円 

特別児童扶養手当２級 ３７，８３０円 ３８，９３０円 

特 別 障 害 者 手 当 ２９，５９０円 ３０，４５０円 

障 害 児 福 祉 手 当 １６，１００円 １６，５６０円 

経 過 的 福 祉 手 当 １６，１００円 １６，５６０円 

 

【連絡先】 

手当の名称 市町村担当課 振興局担当係 

特別児童扶養手当 

特別障害者手当 

障害児福祉手当 

経過的福祉手当 

 

余市町役場 

民生部福祉課福祉係 

TEL：0135-21-2120 

 

 

北海道後志総合振興局 

保健環境部社会福祉課地域福祉係 

TEL：0136-23-1938 

 

 


